
さあ、始めましょう！
合併10年後のまちづくり！！

みなさんこんにちは、達川雄一郎です。日頃から達川雄一郎の活動に対し、力強いご声
たつ か わ ゆ う い ち ろ う

援をいただきありがとうございます。今治市も、12市町村の大合併をしてから10年を迎えました。

国による普通交付税の見直しが、当初の予想より減額されたものの、今治市の財政状況が

好転する訳ではなく、今後も厳しい環境下にあることに変わりはありません。

ふるさと今治をみんなでつくっていくために、大きな視点を持って、これからもみなさんと一緒

に、考え行動しながら自分の言葉でわかりやすく政治を発信し、市民のみなさんと議会との

距離が身近になったと実感していただけるよう愚直に活動を続けてまいります。できるところ小

さなところから、初志を忘れぬよう取り組んでまいりますので、今後ともご指導のほどよろしくお

願い申し上げます。

３つのちからみなさんにお約束させていただいた

（子どもを育てる）みんなで育てる
◎子どもたち、子育て世代の支援

◎不登校児童・生徒の支援

◎安心・安全な教育環境の整備

（共生のまちづくり）みんなでつくる
◎市民が市政に参加できる環境づくり

◎市民みんなでつくるイベントの支援

◎市民組織・ボランティア団体の交流推進

（情報の共有化）みんなで考える
◎みなさんと直接対話する定例会の実施

◎活動・話題の報告

◎市政・街づくりについて日々勉強します
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みんなで考え、みんなでつくる。ふるさと「今治」のまちづくり
今治市議会議員
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全国若手市議会議員の会で研修中



3期目2年間の一般質問総括！

選挙前にみなさんにお約束したことを実現するために・・・
みんなで育てる・みんなで考える・みんなでつくる活動

合併により優遇されていた交付税が今後削減される見込みであり、地方自治法2条にある最小の経費◎ 財政問題について
で最大の効果を得るためにはどうすべきか、現状と見通しについて質問しました。

市役所の職員が適材適所に配置されなければ公共の福祉向上はありえません。また不合理な◎ 人事考課制度について
人事が行われないよう現状をただしました。

最近は高速SAや飲食店、ショッピングモール等でも◎ 市役所公共施設におけるトイレの設置改修状況について
トイレの改修が行われています。公共施設の中でもトイレは市民のみなさんはもちろん、他市から訪れていただいた方々が必ず使
う場所のひとつです。トイレが清潔快適であることは、今治市の顔としておもてなしの第一歩であると考えます。

30年以内に70％以上の確率で起こると言われている南海トラフの大地震、県の想定では今治市も◎ 防災対策について
ほぼ全域で震度6の揺れとなり、全壊5,764棟半壊18,249棟と想定されています。毎日地震におびえて暮らす必要はありませ
んが、日頃からいざというときの避難場所や避難経路の確認、水や毛布などの備蓄は大切です。

今治のタオル産業が元気になってきたとはいえ、染色などの部◎ 今治地区工業用水事業について
門によっては大変厳しい状況であることに変わりはありません。使った水を使った分だけ払う体制へ速やかに
移行できるよう、引き続き取り組みを続けます。

現在今治市は国内外4都市と姉妹都市を結んでいますが、パナマ市とは相手方◎ 姉妹都市について
の窓口もわからず交流がない状況が続いています。昨年11月には日本国とパナマ共和国の間で交流に向けて
事務レベルの会談が行われました。また今治市にもパナマ共和国海事庁の出先機関が開設される予定であり、

ん。今後も動向を注視していきます。今治市にとっても新しい展開が出てくるかもしれませ

今治市には192カ所の公園があります。代替施設の有無や利用率等を勘案し◎ 公園の整備について
公園の統廃合を進めることも必要ですが、市内の新興住宅地では、各所で子ども達が増えているにもかかわ

らず遊び場所がない等、問題になっています。徒歩で遊びに行ける公園は、子ども達や保護者の方々にとって親交を深め語らい集
う場所でもあります。多額の費用や広大な土地が必要な都市公園ではなく、10年、15年といった賃貸形式の「公共的な空き地」とし
ての位置づけであれば土地も経費も必要ありません。常に新しい発想を持ちながら対応していきます。

まちづくりは人づくり！！
私たちの住むまちのこと
一緒に考えませんか？
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ホームページ:http://ww9.tiki.ne.jp/̃y-tatsu/ 電子メール：yui.tatsukawa@gmail.com
＊ 誹謗中傷、匿名でのお電話、メール等にはご返答いたしかねますのでご了承ください。

今治市の議会改革

昨年度一年間、教育厚生委員長として毎月何らかの形で委員が集まり議論をできる
機会をつくったり、理事者を交えて行政視察の総括を行ったり、他の委員のみなさんに
ご協力いただきながら、新しいことにも挑戦させていただく中で、議会の活性化に努め
てきました。
今年度は、若輩ながら議員各位の御推挙により、議会三役である今治市監査委員を
拝命いたしました。いただいた機会を無駄にしないよう、一年間しっかりと研鑽を深めて今治市の発
展のために頑張っていきます。
昨年同様、広報広聴委員会にも所属をさせていただいておりますので、同僚議員と協力しながら
議会の広報広聴機能の強化等について、引き続き議論をさせていただきます。

◎定例街頭演説 毎週金曜日（AM7:30～ ）市民の森下交差点

◎市政報告会 第2水曜日（PM7:00～8:00）
＊出張等で曜日が変更になることがあります


